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足立区基本計画審議会 会議概要 

会 議 名 足立区基本計画審議会 第４回くらし・まち分科会 

事 務 局 政策経営部 基本計画担当課 

開催年月日 令和６年３月２８日（木） 

開 催 時 間 午前１０時００分 ～ 正午 

開 催 場 所 足立区役所 南館８階 特別会議室 

出 席 者 

【委員】 

宮本 みち子 分科会長 長谷川 勝美 副分科会長 加藤 和明 副分科会長 

遠藤 章 委員 山下 俊樹 委員 渡部 郁子 委員 

小栁 真太 委員 岡安 たかし 委員 渡辺 ひであき 委員 

國井 幹雄 委員   

【事務局】 

政策経営部長 

勝田 実 

基本計画担当課長 

伊東 貴志 

基本計画担当係長 

山﨑 悠生 

政策経営担当係長 

芳賀 優美子 

政策経営担当係長 

鈴木 力 

政策経営担当係長 

乾 洋平 

政策経営担当係長 

土井 渉 

政策経営担当係長 

古田 信幸 

政策経営担当係長 

池田 広幸 

株式会社 地域計画連合 

相羽 

株式会社 地域計画連合 

青野 

株式会社 地域計画連合 

青柳 

関 係 所 管 
福祉管理課長 

近藤 博昭 

都市建設課長 

室橋 延昭 
 

欠 席 者 なし 

会 議 次 第 
１ 第３回分科会での意見について 

２ 足立区基本計画策定のための多様な意見聴取について 

３ 基本計画における施策に関する変更内容について 

４ 事務連絡 

資 料 

・ 【資料１】第３回分科会での主な意見一覧 

・ 【資料２】意見提出用紙による意見一覧 

・ 【資料３】足立基本計画策定のための多様な意見聴取について 

・ 【資料４】基本計画における施策に関する変更内容について 

・ 【資料５】第３回全体会開催通知 
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そ の 他 

傍聴人：有・無 （  人） 

 その他参加者：有・無（     ） 
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（審議経過） 

（伊東基本計画担当課長） 

それでは定刻になりましたので、ただいまよ

り第４回足立区基本計画審議会くらし・まち分

科会を開催します。本日は年度末のお忙しいと

ころ、ご出席を賜りまして誠にありがとうござ

います。私は本日の司会を務めます基本計画担

当課長の伊東です。よろしくお願いいたしま

す。 

最初に連絡事項がございます。本分科会は条

例で公開を原則としておりますので、会議記録

はホームページで公開をさせていただきます。

また、会議記録を正確に記録するため、録音を

させていただきます。なお、広報やホームペー

ジに掲載するために写真撮影をさせていただき

ますので、その点もご了承願います。 

それでは最初に配付資料の確認をさせていた

だきます。資料１から５までの５点と、その他

に机上配付資料がございます。資料１が第３回

分科会での主な意見一覧。資料２が意見提出用

紙による意見の一覧。資料３が足立区基本計画

策定のための多様な意見聴取について。資料４

が基本計画における施策に関する変更内容につ

いて。こちらは資料４-１から４-５までござい

ます。そして資料５が第３回全体会の開催通知

です。その他、席次表と意見提出用紙を配付し

ています。不足はございませんか。また資料に

ついては、タブレットでご覧いただくこともで

きますので、ご入り用の委員は事務局までお申

し付けください。 

続いて、席上マイクの使い方です。発言の際

にはお手数ですが、お手元のマイクのボタンを

押していただき、ランプが点灯しましたら、最

初にお名前をおっしゃっていただければと思い

ます。お名前は会議録作成に必要なものです。

発言が終わりましたらマイクのボタンを押して

ください。 

では、ここからの進行は宮本会長にお願いし

ます。 

 

１ 第３回分科会での意見について 

（宮本分科会長） 

おはようございます。よろしくお願いいたし

ます。それでは次第に沿って進めさせていただ

きます。次第の１、第３回分科会での意見につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

（伊東基本計画担当課長） 

資料１-２をご覧ください。こちらは２月に行

われた、くらし・まち分科会で出た主な意見を

まとめたものです。大きく分けて健康に関する

こと、都市整備や公園に関すること、災害対策

に関すること、その他といったことで意見をい

ただきました。まず健康に関しては、健康寿命

を延ばしていくという点や、健康づくりという

点では、スポーツの視点が欠かせないというこ

とで、スポーツによる健康維持増進というとこ

ろを取り入れていくべきではないかというご意

見をいただきました。その他、性感染症の健康

チェックですとか、昨今問題となっているオー

バードーズなども検討する必要があるというご

指摘をいただきました。 

また、都市整備・公園に関する意見では、街

の中にパブリックスペースがあるのは魅力的で

あるということで、これを効果的に意識したま

ちづくりを進めていくという必要があるという

ご意見。それに関連して水辺の空間に手つかず

のところがあるため、整備すれば有効な空間が

生まれていくのではないかというご意見。ま

た、安心・安全な道路環境のため、道路下の空

洞に関する調査も進めていくべきというご意

見。また、老朽家屋を取り壊すことで、防犯・

防災を進めていくことにつながるというご意

見。また、区内の公園は禁止事項が多く、なか

なか使いづらいため、公園ごとの特色を設け

て、もう少し自由に遊べる空間にした方が良い

のではないかというご意見をいただきました。

また、都市農業を保全することで、緑のある空

間を広げていくことに寄与することや、公園を

活用する際には条例が足枷になることがあるの

で、このあたりを改善すべきではないかという

ご意見。 

災害対策については、家庭内備蓄を一層進め

ていくべきではないかというご意見。その備蓄

についても、現役世代の一人暮らしは家庭内備

蓄の割合が低いので、アプローチが必要ではな

いかというご意見。また、要支援者対策につい

様式第２号（第３条関係） 
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ては、当事者のご意見を聞きながら、時間を掛

けてじっくりと取り組んでいく必要があるとい

うご意見。 

その他としては、外国籍の方への視点という

ことで、今後外国人が増えていく中では、各施

策の中で外国人のことを意識していく必要があ

るのではないかという点。また、環境に関する

ことで、ＣＯ２の削減に関して、区民が何をし

ていけば良いのかというところをより明確にし

ていくべきではないかというご意見。また、反

社会的団体への施策ということでは、そういっ

た団体は実態を隠しているケースもあるため、

対策がより一層必要ではないかというご意見を

いただいています。また、デジタルの世界は、

居住地が関係ない世界なので、足立区に住んで

いてビジネスを作ろうとしている方々への支援

が今後必要であるというご意見。また高齢者も

今後インターネットを使うことが当たり前の時

代が到来するので、そういったインターネット

を使った施策やビジョンも必要ではないかとい

うご意見。また、高齢者もスマートフォンを使

っているというところで、インターネットを使

った健診の予約とか、マイナカードの拡充を検

討すべきというご意見。また、安全に関するこ

とでは、特殊詐欺が多いという実態があるの

で、詐欺に強い足立区というところを高めてい

くべきではないかというご意見などがありまし

た。 

資料１-１をご覧ください。こちらは、ひと・

行財政分科会でのご意見です。主に子ども・若

者の意見表明に関することや人権意識、子ど

も・家庭に対する支援、学校・教育に関するご

意見等をいただいています。 

子ども・若者の意見表明については、子ども

たちが考えていることを今後行政に反映してい

く。そして、子どもたちから意見を聴くという

スタンスではなく、子どもたちがこうしたいと

考えていることを行政が一緒になって考えてい

くことが必要ではないかというご意見。また、

子どもに対しては支援をするとか、支えてあげ

るという大人からの視点が多いのですが、子ど

もと大人が同じ目線に立って考えていくことが

今後更に重要になるのではないかというご意見

をいただいています。 

また、人権意識・配慮についてですが、子ど

もへの人権教育は、学校で行われているところ

が多いが、大人になってから価値観が変わるも

のではない。だからこそ大人に対して人権を考

えていく機会を設けるべきではないかというご

意見。また、足立区には人権に関する包括的な

条例がないので、条例による裏付けが必要では

ないかというご意見。また、どんな区民にも分

かりやすい文章として、これは易しい日本語に

関してですが、そういったところから誰にでも

分かりやすいものを提供していくことは、人権

意識を高めていく一歩になるのではないかとい

うご意見もいただいています。 

その下、子ども・家庭への支援というところ

では、おむつの配布や見守りなど、今までとは

異なるアプローチとして、ポピュレーションア

プローチに関するご意見。また、虐待や引きこ

もりなどは相談しづらい・できない状況にある

ので、４月に福祉まるごと相談課という部署が

できるのですが、そういった一括して相談に乗

っていただけるような場所ができることが非常

に望ましいというご意見。また、ひとり親の支

援に関して、シングルファーザーとシングルマ

ザーへのアプローチは自ずと異なるので、アプ

ローチを分けることも必要ではないかというご

意見。また、中学校を卒業して、そのまま社会

に出る子どももいるので、そういった中学校を

卒業して就労する方への支援も施策として必要

ではないかというご意見をいただいています。 

学校や教育に関することについては、まず、

コミュニティスクールについてのご意見をいた

だきました。コミュニティスクールを拡充する

べきというご意見がある一方、現状開かれた学

校づくり協議会というのが足立区にはあり、コ

ミュニティスクールと一定程度やっていること

が重複しているとしてご意見が分かれたところ

がありました。また、足立区の教育の特色とし

て、学力を上げるという点と、個性を伸ばして

いくというところを二本柱に据えてアピールし

ていく必要があるのではないかというご意見を

いただいています。 

また、その他については、公共施設について
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のご意見をいただいています。施設の利用率等

を総合的に勘案して、今後は施設の統廃合や、

民間との連携等も進めていくべきではないかと

いうご意見があった一方、区民にとっては活動

する場所は、公共施設に頼らざるを得ない部分

があるので、利用率だけで捉えるのではなく

て、様々な視点から公共施設のあり方を考える

べきではないかというご意見。また、足立区は

悪いイメージを脱却する施策は様々やっている

が、良いものを伸ばすという視点が足りないの

ではないかというご意見。あとは区が情報を発

信することは多いけれども、区民が発信をした

情報を区が把握して活かしていくといった点が

弱いのではなかというご意見。そのほか、若者

が起業できるようにベンチャーの支援を行って

いくべきというご意見。そういった若者が活躍

できるための支援をしている区だというイメー

ジを高めていくことが必要なのではないかとい

うご意見をいただいています。 

（宮本分科会長） 

ありがとうございました。ただいまのご説明

に対してご意見をいただきたいと思います。ま

ず、ポイントは委員の皆様から既にご発言をい

ただいたものが記載されていますので、この記

載で正しいのか、あるいは、何か加えるものが

あるのかどうか。そのあたりを見ていただい

て、ご指摘をいただければと思います。いかが

でしょうか。 

資料１-２からまいりましょうか。本分科会に

ついてですが、左上の健康に対する意見。ここ

でお気付きのことはありますか。私から１点。

オーバードーズについて書かれています。オー

バードーズは最近になって非常に急増が指摘さ

れているのですが、例えば大麻などとどこが違

うのかということも、かなり具体的に指摘をさ

れています。大麻に関しては、最初は好奇心や

面白そうということで入っていくけれども、オ

ーバードーズの根底にあるのは孤独とか孤立感

だと言われていて、だいぶ性格が違うというこ

とです。したがって、深刻化する心の病の問題

と、このオーバードーズ問題が直接結び付いて

いるという指摘があります。そういう意味で

は、単に健康教育だけで解決ができない問題が

あります。ですから、例えば資料１-１で言う

と、左下に子ども・家庭への支援があります

が、子どもたちの孤立・孤独という問題が非常

に顕著になっていて、非行と言うよりも、孤

立・孤独の方が大きいという実態がありますの

で、そのあたりのところと関わっていくのでは

ないかという点。それ以外に、こうやって見る

と、妥当な受け皿がないように感じますが、そ

のあたりに気付いたところです。そのほか、健

康に関していかがでしょうか。追加がなければ

次にまいります。 

都市整備・公園に対する意見はいかがでしょ

うか。 

（岡安委員） 

これも受け皿がないのかなというところで、

高齢者の介護保険料にも跳ね返ってきますが、

非常に介護料が伸びてしまっている。その一つ

に健康でいられる日々を過ごせるそういう状

況、フレイルをしっかりと予防していくとい

う、その意味での施策というのを足立区はやっ

ています。公園を使ったスポーツを楽しめる環

境ですとか、いろいろなフレイル予防の教室で

すとか、高齢者が健康でいられるという施策の

ことを少し文言で入れるところがないものかと

思います。１-１だと子どもとか若者になります

し、健康の方に入れるしかないのかなと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

（宮本分科会長） 

山下委員、いかがですか。 

（山下俊樹委員） 

フレイル予防は言われて久しいのですが、こ

のコロナで逆戻りをしてしまった。それまで

は、住区センターでの活動なども盛んに行われ

ていたものが、施設そのものが閉まってしまっ

たので、この３～４年動きが少ない高齢者が増

えたような印象があります。それが今の超過死

亡の上昇につながっているのではないかとも言

われています。今後、再開していけば、まちの

コミュニティの場において、高齢者たちがフレ

イル予防を楽しみながらやっていくという、知

らないうちに足腰を使っているというような活

動が増えるといいのではないかと思っていま

す。 
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（宮本分科会長） 

その意味では、健康を維持するための取組み

というのは、それなりにやっていると言ってい

いと思いますが、そういう取組みで一番手が付

けられていない、漏れている年齢層とか区民と

かの問題があると思います。例えば、最近言わ

れているのは、不登校の子たちが学校に行って

いなくて行くところがない。当然、体を動かす

こともなくて、非常に心配であるとか、その子

たちがやがて社会に出た時に、健康上の問題も

あるのではないかということが言われていま

す。今、それに対する地域の取組みというの

は、ないと言ってもいいですよね。塾へ行くと

か、フリースクールに行くというのはあるので

すが、何しろお金が掛かる。そこへ行くことが

できない不登校の子たちは行き場がない。先

日、新聞に出ていましたが、不登校のために親

の５分の１が仕事を辞めたというデータがあり

ます。非常に深刻な事態だと思います。そうい

う意味では、健康のところは高齢者とともに、

健康を維持するためになかなか手が届いていな

い区民に対する健康維持の取組みとかを盛り込

んでいくのがいいのではないでしょうか。 

（山下俊樹委員） 

そういった不登校児に関しては、足立区では

結構やっていると思います。チャレンジ学級な

どは区内に今５か所あるはずです。特に中学３

年生。高校に行きたいので、中学２年、３年か

らチャレンジ学級を希望する子どもたちが非常

に増えていると聞いています。かなり活発に活

動をされていて、熱心な先生方もいらっしゃい

ます。他地域から見学にも来ているという状況

だと伺っています。 

私もいろいろな場で、チャレンジ学級につい

ては元々予算が少なかったので、何とかならな

いかと言ってきたこともあったのですが、なか

なか難しいところがありました。例えば、健康

診断については、元の学校に行かないと受けら

れないので、チャレンジ学級では受けられな

い。そういったところで言うと、チャレンジ学

級で健康診断って本当に難しいんですね。とい

うのが、そもそもが定期的に通えない子たちで

すから、その子たちを集めて「何月何日に健康

診断があるので準備をしてください」と言って

も、なかなか来られない。逆にそれがプレッシ

ャーにもなり、却って行きたくない。ですの

で、少しフレキシブルにそういった人たちに対

応ができるような仕組みが望ましいのではない

かと最近は思っています。 

（宮本分科会長） 

ありがとうございます。どこかにも書いてい

ましたが、足立区はマイナスの面をカバーする

ことにかなり力点があるが、良いところを発信

するのが弱いというところがありましたが、今

の話の不登校その他、いろいろな困難を抱えて

いる子どもに対する取組みは、おそらく足立区

は２３区の中でも非常に進んでいる区だと思い

ます。ここはきちんと書いておく必要があるの

ではないでしょうか。それと同時に、その上で

まだまだ工夫すべきものがいろいろあるという

ところを今後取り組んでいくということが必要

かと思います。 

（長谷川副分科会長） 

今、困難を抱えている方々のスポーツという

ところですが、実は足立区は東京オリンピッ

ク・パラリンピックを契機に、オランダの支援

を受けて障がい者のパラスポーツに力を入れて

いこうということで、４年間支援を受けて、先

日、パラスポーツの推進協議会を立ち上げまし

た。障害者団体の方も含めて、パラスポーツ

を、障がいがある方もスポーツをやっていこう

という環境を作ろうということで動き出してい

ます。その結果として、大きく二つの取組みが

あります。一つは、オランダのヨハン・クライ

フという有名なサッカー選手がいまして、そこ

の財団から寄付をいただいて、スペシャルクラ

イフコートというのが総合スポーツセンターの

隣にできました。障がい者の方々がスポーツを

できるような場所を作ったり、それからもう一

つは、障がいがある方はスポーツをやる時に、

どういうスポーツができるのか、なかなか相談

窓口がなかったということで、その障がい者の

スポーツの相談窓口を作り、今までスポーツに

なかなか親しめるような環境がなかった方々

に、スポーツを広めていこうというまさにそう

いう新しい取組みをしていますので、その辺も
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計画に書き込んでいただけるといいかなと思い

ます。 

それからもう一つ。引きこもりのことです

が、例えば、引きこもりの居場所とかいろいろ

状況を聞くと、実はそこでただ単に漫然として

いるのではなくて、卓球とかやっているんです

よね。その中で卓球台があって、スポーツをそ

の中でもやっているということなので、何かそ

ういうところも出せるといいかなと思います。 

（宮本分科会長） 

そうですね。どうもありがとうございます。

足立区ならではの非常に重要な特徴があると思

います。そういう意味では、いろいろな困難な

事情を抱えている区民に対して、フレンドリー

な区であるとか、そういうイメージがとても大

事かなと思います。障がい者が相談窓口を通じ

て、何か自分にできるスポーツをしたいとい

う、これは非常に重要ですよね。ニーズとして

大きいと思います。同じように不登校の子など

でも、時々聞くのですが、学校には行けていな

いけれども、何かスポーツをやりたいというこ

とを考えている子がいる。特に男の子などは体

が動かしたい。でも、学校に行っていないし、

ジムに行くこともできない。そういう時に「自

分もどこかでやれないかな」とか「教えてくれ

ないかな」など、そういう声を聞きます。その

あたりのところも、今回打ち出すのが大事な気

がします。 

では、都市整備・公園に関していかがでしょ

うか。よろしいでしょうか。では、先に行きま

す。災害対策に対する意見はいかがでしょう

か。 

（岡安委員） 

どこまでこれを反映できるかは別ですが、足

立区は地震が来た時の液状化というのが起こる

ことがほぼ想定されています。足立区の場合、

大体３分の２ぐらいが液状化の被害を免れない

という状況の中で、いよいよ東京都も液状化に

関して、令和６年度予算にアドバイザーの無料

派遣や、液状化に対しての施策を何か設ける区

市町村に補助を出す予算を付けました。足立区

も液状化に関して、液状化はこういうものだと

いうパンフレットはあるのですが、対策に関し

ては個人任せになっています。行政として何か

支援を設ける時期ではないかと思っています。

それを文言としてどこまで入れるかは別です

が、液状化というところがなかなか災害対策で

は出てきていないので、触れていただければと

思います。 

（宮本分科会長） 

とにかく入れておくということに、反対のご

意見はないと思います。他にいかがでしょう

か。 

（渡辺委員） 

災害のことをどこまで入れ込むかというと、

きりがないと思っていますが、今、問題になっ

ていることの一つに、町会・自治会の加入率の

低下があります。ただ、千住１丁目から５丁目

という地域は、町会・自治会加入率が高くて７

０%以上を維持しています。そうした地域という

のは、避難所運営会議などをやりますと、多く

の方が参加をしていただけるという傾向がござ

います。先ほど、山下先生からお話があったよ

うに、健康についても地域のコミュニティがし

っかりしていれば、そこで横のつながりができ

て、誘い合わせをしながら健康対策もできる

し、防災・減災対策についても積極的にしてい

ただけるという意味では、地域コミュニティの

増加とともに、地域に参加することで災害時の

減災対策・防災対策になるということを広めら

れるような足立区であってほしいなと思いま

す。 

（宮本分科会長） 

このあたり、地域コミュニティがどんどん弱

くなっていくというか、ほとんど個になってく

るような状態の中で、どのように防災対策をす

るのか。町会に加入してくださいと言っても、

そう有効に働くとは思えないところがある。 

（渡辺委員） 

町会・自治会にそもそも加入していない方々

ですね。マンションに住んでいて、要はリモー

トでやっているような方々も自分の家の近くに

いる時間が増えたので、徒歩圏について考える

ことが多くなった。行動変容があったというこ

とです。従って、私たちも自分の住んでいる地

域の周りにもっと目を配らなければいけないな
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と考えるようになった方が増えているというデ

ータを見ました。そうした時期を捉えて「地域

のコミュニティに参画をしましょう」というこ

とを区がもう少し働き掛けて、そうした方々も

町会・自治会に入っていただくことによって、

災害対策もできるし、地域のコミュニティも

様々な理解が広がっていくと思っています。 

（加藤副分科会長） 

町会・自治会では防災避難訓練を各学校拠点

で行っていますが、今、加入率が５０%を切って

いる状態ですから、２家族に１家族が入ってい

ないです。そうしますと、受け入れる方は入っ

ていなくても当然受け入れています。そこでコ

ミュニティを作って、絆を作って入っていただ

くという形にしています。また、今は「町会に

入っていない世帯の子どもたちを入れてイベン

トをやってください」「その場合には助成金を

最大３０万出します」といったこともやってい

ます。ですから、そこから行事をやって、イベ

ントをやって、町会に入っていただく。そんな

形で今は進めています。区の助成もそこに加わ

っていますので、ある程度イベントもできる。

だから、従来とはずいぶん違っていますね。前

は町会・自治会に入っていなければ受け付けな

いということだったのですが、そうではなくな

ってきています。 

（宮本分科会長） 

一人暮らしの高齢者以外の人をどうやってコ

ミュニティにつなぐかという問題があります。

一人暮らしの方は、大半の人が自分は呼ばれて

いないと思い込んでいます。だから、みんな家

族を持っている人たちのコミュニティであり、

町会であるということで、自分が出ていっても

居場所がないという感じがあります。でも声を

掛けてくれれば、出るつもりはあるのだという

ことを調査では言っているのですね。それで特

に災害の時には、「今のままではまずい」とい

うことを非常に心配しているということなの

で、特に一人暮らしの人に対する何か呼び掛け

と言いますか、そういうものを工夫していく必

要があると思います。というのは、人口規模の

中で一人暮らしの、高齢者はもちろん多いので

すが、高齢者でないところでも一人暮らしが多

いわけです。ここを何とかしないと、コミュニ

ティはどんどん崩れていく。一人暮らしが増え

ているわけですから、一人暮らしに対する対

策・対応は重要な施策になるのではないかとい

う感じがしています。 

（小栁委員） 

実際にお会いして話すタイプのコミュニティ

に、全く参加をしたことがない人が初めて参加

するというのは、かなりハードルが高いですよ

ね。全く知らない人たちが周りにいる中で「は

じめまして」と言って入っていくというのは、

実はそうできることではないですよね。実際に

今できている方は、初めての時のことを覚えて

いないので、「来ればいいのに」とおっしゃっ

ているケースがよく見受けられるのですが、そ

れはかなりハードルが高くて、多くの人にとっ

てはほぼ無理なことだと思います。 

であれば、どうなっていくのかというと、基

本的には前回申し上げましたが、インターネッ

ト前提の社会にほぼなってはいるのですが、コ

ミュニティ運営もかなりオンラインの方に軸が

移っています。実際に会わないということでは

なくて、オンラインで親交を深めた後、そのオ

ンラインで会っていた人と後で初めて顔を合わ

せるというケースがかなり増えているという

か、そうでないとあらかじめオンラインでどん

な人たちかが分かっている状態じゃないと、そ

の場に行くのが怖いという構図もあります。一

旦、オンラインファーストのコミュニティみた

いな感じで立ち上げておいて、そのオフライン

の会合があるというような、そういう立て付け

に寄っていくと、もうちょっと全体としては今

までにない人数の参加が見込めるのではないか

と思っています。 

（宮本分科会長） 

ありがとうございます。それはとても重要な

ご指摘であるのと同時に、現実に合っています

よね。例えば、１０代とか２０代ぐらいの人た

ちを支援している団体の動きを見ていると、電

話は絶対に駄目。対面はなかなか難しく、最初

ＳＮＳなどいろいろな方法で関係を作るところ

から入るというのが一般化してきていますね。

そういう形でいろいろなネット上のコミュニテ
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ィを作る。小栁委員が前から言われているよう

な起業しようとしている現役世代のコミュニテ

ィとか、あとは、例えば病気で悩んでいる方た

ちのコミュニティとか、いろいろありますが、

そういうものが活発に立ち上がるような雰囲気

が足立区の中にできると、そこがある種起爆剤

になって、災害の時にはそこを中心にしなが

ら、助け合いが起こるとか。そういうことも考

えられるなという感じがします。だから、その

ための環境づくりを行政が何かできるのではな

いかということもあるかなと思います。活動の

場所のことが出ていましたが、本当に活動の場

所が豊富であれば、自主的にいろいろなコミュ

ニティが立ち上がり、そこへ行って活動ができ

るようになることがあるかと思います。 

その他の意見ということでいろいろ出ていま

すが、いかがでしょうか。 

（小栁委員） 

前回、「インターネットベースの取り組みの

ビジョンというのを持たないとまずそうだよ

ね」という話があったと思うのですが、それの

具体的な、では例えばどういうことをやったら

いいのかというのを一つ挙げるとすると、おそ

らく区役所でできることの一番初めに思い浮か

ぶのは、オープンデータの出し方みたいなもの

に関して、かなりインターネットフレンドリー

な形で出す方法を検討してもらいたいというの

があります。それはどういうことかというと、

今、オープンデータというのは、例えば、議事

録がＰＤＦで配信されていたり、ＺＩＰファイ

ルで固められていて、ダウンロードしてパソコ

ンで開いてみてくださいというようなものを配

信しているのが現状です。それだと、かなり出

す方も、読んでもらう時にどう読んでもらうか

という体裁を整えなければいけなかったりとか

して、区役所の人員って限られていると思うの

で、そういった体裁の部分に時間を使ってい

て、何かもったいない気がしています。 

ではどうしなければいけないかというと、デ

ータそのものをコンピュータで扱いやすい形で

出していく。そういうふうにすると、体裁を整

える必要がなくて、単に構造化されたデータだ

けテキストファイルで配信する。コンピュータ

で扱いやすい形式というか、生データみたいな

ものを配信する方法を採ることによって、ボラ

ンタリーベースで、このデータであればコンピ

ュータで各々が見やすい形に変換することがで

きる。各々の見やすさというのは多様なので、

様々な人が様々な方法で見やすく加工できる。

そういうＡＰＩというか、そういったものを提

供する形でのオープンデータの配信の仕方をす

ると、区民は自分たちが自分たちのためにオー

プンデータを使って何かをすることが非常にや

りやすくなります。 

今、ＥｘｃｅｌとかＰＤＦとか、そういう直

接パソコンで見るような形式でダウンロードす

ると、それをコンピュータで加工して扱う時

に、１回大変な変換をしなければいけない。そ

ういう場合、区役所の人が見せるために加工す

る手間もあれば、それを受け取った人が使う時

に更に変換しなければいけないという二重で面

倒なことになるので、それを避けるために直

接、生のデータを配信するという方法で行って

ほしいと思います。これは国の方でデジタル庁

が取り組み始めているトピックだと思うのです

が、デジタル庁がやっていることが区まで下り

てきているのかが今一つ良く分かっていないの

で。デジタル庁がやっているようなことに倣っ

たりしていくことが、おそらくですが、インタ

ーネットベースの施策につながっていくのでは

ないかと思うので、そのあたりを盛り込んでお

いていただきたいと思います。 

（宮本分科会長） 

とても大事なことだと思います。若い世代は

これからもそういう体制ができれば自由にデー

タを作って、自分たちのためのデータで発信す

るとか活動するとかいうのができるようになる

と、とても利便性が高まると思います。要する

に参加ができるわけですよね。そういう意味で

は、これを具体的に区で全国に先駆ける形で足

立区がやれれば、それは非常に評価が高くなる

ような気がします。付け加えておいていただけ

ればと思います。 

（遠藤委員） 

私、商店街の役員を３０年間やりました。そ

の時に相当苦労したのはコミュニティの問題と
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か、絆の問題なのですが。いろいろなイベント

をやって、そういうのを手伝ってくれるのは、

いろいろな形での共有を持っている人が集まり

やすいです。例えば、野球をやっているとか、

ゴルフをやっているとか、そういった趣味的な

もののつながりで集まるとか。先ほどの会議で

もいいのですが、そういった形でつながってい

ると、結構やってくれるのですが。あとは、例

えば、私のところは北千住ですが、最近いわゆ

る地元で育った人がすごく少なくなってしまっ

ています。他から来ている人がすごく多いの

で、どちらかというと接触するのは、そういっ

た趣味の方のことで入っていく形が一番多かっ

たですね。あまり構いすぎると、全然みんな入

ってこないので、本当にそれは大きな問題でし

た。実際にそういうものでつながりが作れると

いうか、日本の場合、宗教があまりないので、

つながるというとどうしてもそういうつながり

になりますね。共有するとか、競争するとか、

同じような価値観を持つとか、そんな塊ですよ

ね。そういうものが上手く作れれば本当は一番

いいと思います。 

加えて、さっき小栁さんが言われたようなテ

クノロジーをそこに入れるということは、埋め

合わせをするためには、どうしてもそういった

世界がいろいろな形で必要ですね。だから年代

層にも分かれているのですが、そういうものを

上手く使っていくということは重要なのではな

いでしょうか。 

（宮本分科会長） 

おっしゃる通りですよね。これ大事なポイン

トだと思いますね。そこに住んでいるから団結

するのではなくて、何か一つの共通の目標なり

共通項ですね。それがいろいろあればあるだ

け、上手くいくというようなことなので。そう

いう意味では、行政の役割も大きいと思いま

す。従来、社会教育の分野などがまさにそれを

やってきていました。社会教育も当然そういう

問題意識は持っているはずなのですが、そこの

ところをより一層豊にしていく。それと、先ほ

どのような職業的な関心で集まりを持っている

人たちとか、あるいは、悩みでグループを作っ

ている方とか、いろいろな形のものですよね。

そういうものが足立区にたくさんできれば、そ

れが力になって広がっていくであろうというよ

うなイメージでしょうか。 

（遠藤委員） 

私の商店街に双葉町から来た人がいます。原

発事故に遭って、親戚を頼って来ているのです

が、その人の話を聞いてみると、あんなに大き

なものが急に起きれば大変ですが、小さな災害

みたいなものがいくつか起きた方がコミュニテ

ィは強くなると言っていましたね。 

（宮本分科会長） 

大きな災害だと全部駄目になってしまいます

が、小さいものならみんなで協力して戦おうと

いうことで絆が生まれるというイメージです

ね。 

（小栁委員） 

その意味では、来月ぐらいに北千住で足立区

の情報処理技術者を集めて、北千住ＤＥＶとい

う開発者の集いみたいなことをやろうと思って

います。そういうトピックで集まる。今までの

コミュニティというのは、おそらく地理的なつ

ながりのコミュニティがたくさんあって、それ

が町会と呼ばれるものだったと思うのですが、

オンラインのベースになっているコミュニティ

というのは、必ずしも地理的なものだけではな

くて、トピックで集まることができる。以前、

宮本分科会長がおっしゃっていたウィークタイ

になると思うのですが、様々なトピックで固ま

っている弱い連帯の人たちがネットワークを通

して、全体として何か力を発揮していくという

方向に行くというのを、区でデザインしていく

というのは必要だと思います。 

（宮本分科会長） 

ありがとうございました。なかなか良いとこ

ろに到達してきているように思いますが、時間

の関係でその下の方に行きたいと思います。両

分科会で共通して意見があった「やりたいこと

でつながる」。これに関する意見が書かれてい

ますが、何かお気付きの点はありますでしょう

か。それでは、もしなければ飛ばさせていただ

きます。 

また、資料の１-１があって、「ひと」と「行

財政」ですが、ここを細かくやっていくとちょ
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っと時間的に厳しく、次回は全体会になります

ので、その全体会でまたご意見をいただくこと

ができると思います。ざっと見て、資料１-１で

何かお気付きの点とか、この分科会と重なる意

見も出ていますので、ございましたらお願いし

ます。 

（岡安委員） 

不登校とか居場所というのは、子ども・学校

教育に関わることで、おそらくそういう発言が

あったと思いますが、この文言の中にあまり出

てきていないんですね。今、様々な居場所を足

立区も作っていますが、もっともっと必要だと

思っています。ＳＳ理論と言って、いわゆる保

健室登校でもないですが、別室登校も始まりま

した。それも全区展開をいずれしようというこ

とで始まっています。 

ただ、やはり熱量として、しっかり文言に落

とし込んでいくことによって、そういった施策

を力強く進められると思うので、その辺も入れ

た方がいいのではないかと思いました。 

（宮本分科会長） 

そうですよね。まさにそういう状況にあると

思います。それから居場所に関しては、子ども

の居場所だけではなくて、今、こども家庭庁に

も外から意見が出されているようですが、若者

の居場所も非常に重要です。例えば、年齢的に

言うと、少なくとも１８歳を超えて、２０代の

人たちの中にいる場所がない人たちがいる。建

物がないということではなくて、所属できる場

所がない人たちがかなりいて、その居場所事業

をやっている団体が全国に広がってきているの

ですが、それも重要ですよね。それから引きこ

もりに関していえば、引きこもりは若い人より

も、中年以上の方が増えているので、どの世代

でも居場所問題って非常に大きいということで

す。事務局の方で検討をしていただきたいと思

います。それからやはりいろいろな問題を抱え

た方に対する支援の取組みというのは、今後、

更に重要になってきます。誰がそれを担うのか

ということと、行政の責任はどこにあるのかと

いうこととかですね。要するに連帯して一緒に

やらなければいけないという話ですが、それに

関わる場所の問題であるとか、情報の問題と

か、そういったものが一塊であるかなという感

じがします。これも足立区は、かなり熱心に取

り組んできた区だと思いますが、これで終わる

わけではなくて、今後より一層重要なので、そ

の点でも足立区が全国のモデルになっていくこ

とは、目指すべき価値のあることだと思いま

す。 

では、資料１、２はここまでとさせていただ

きます。 

 

２ 足立区基本計画策定のための多様な意見聴

取について 

（宮本分科会長） 

では、次第の２、足立区の基本計画策定のた

めの多様な意見聴取について、事務局から説明

をお願いします。 

（伊東基本計画担当課長） 

資料３をご覧ください。足立区基本計画策定

のための多様な意見聴取についてということ

で、今後、事務局で行っていくことのお知らせ

になります。まず左側ですが、審議会への若年

者の参加ということで、もう一つのひと・行財

政分科会の方に前回から大学生の森元委員に加

わっていただいて、いろいろな意見をいただい

ています。今後ですが、①のライブミーティン

グの実施と②の子どもへの意見聴取の実施の二

つを行いたいと思っています。 

①のライブミーティングですが、これはイン

ターネットを通じて、動画の生配信をして、イ

ンターネット上で質問等を受け付けて、区側の

考えや方向性の議論ができる場という取組みで

す。抽選ですが、もちろん会場にも区民の方を

お招きして、会場からも意見を受け付けしま

す。こちらは、５月２６日の日曜日の午後、生

涯学習センターを会場として行いたいと思って

います。 

そして、もう一つが子どもへの意見聴取です

が、区立小中学校の児童・生徒が１人１台タブ

レットを既に持っているので、そのタブレット

から区側に対してご意見が出せる仕組みを整え

ていきます。その第１弾となるのですが、基本

計画に関連して、子どもたちに「足立区は将来

どういう区になってもらいたいのか」などにつ
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いてご意見を募りたいと思っています。小中学

生を対象に行っていくのですが、年齢が幅広く

なりますので、答えられる範囲も変わってきま

す。ですので、内容については、小学生につい

てはここまで、中学生は自由意見を含めた少し

深いところまで回答していただくような形で、

段階を分けて実施をしたいと思っています。実

施期間としては、４月中旬から７月末というこ

とで、少し広くご意見をいただきたいと思って

います。もしかしたら学校の授業の中で、これ

を題材にして、足立区の将来を考えることもや

っていただけるかもしれません。このあたり、

小中学校の校長会等でも私どもからご説明を差

し上げる予定です。 

（宮本分科会長） 

ありがとうございました。それではこの資料

３について、ご意見等あればお願いします。 

（岡安委員） 

①のライブミーティングの右側に書いてある

パネリスト、これはどのような方を想定してい

るのですか。 

（伊東基本計画担当課長） 

この審議会の正副会長と区長を予定していま

す。 

（宮本分科会長） 

他にいかがでしょうか。私は千葉市に住んで

いて、この間、子ども基本条例を作るという作

業が１年間ありまして、その過程の中で子ども

たちに出てきてもらって、意見を言ってもらう

というフォーラムを３回ぐらいやりました。そ

の子たちは、４か月ぐらいの間に月１回集まっ

て活動をして、意見をまとめて持ってくるとい

う形で発表をしたのですが、そういうところに

出てくる子どもたちというのは、見事にものを

言います。小学校２年生ぐらいでも本当に堂々

と意見をします。しかし、やはり発言されるの

は優等生の意見です。本当の実態が分かるかと

いうと、それでは分からないと感じざるを得な

いです。 

それで、委員会の中でもそうではなくて、発

言はできないけれども、本当は一番意見を言い

たいし、助けてもらいたいと思っている子たち

がいっぱいいる。その子たちにどうやって意見

を言ってもらうのかということが議論されまし

た。 

私が評議員をやっている公益財団法人あすの

ばという団体が都内にあります。団体で寄付金

を毎年３億円ぐらい集める力が出てきたのです

が、小１・中１・高１の入学の時にまとまった

お金が必要で、入る時に制服など一式をそろえ

ると１０万は掛かり、そのお金が全然出せなく

て、入学式に行かない子がいるという状態があ

るため、このような家庭に３万円か４万円ずつ

現金を給付するという活動を行っています。過

去５年間に給付を受けた子たちと保護者に調査

をし、結果がまとまってきているのですが、保

護者も子どもも自由回答欄にぎっしり記述して

いて、回答を読むと本当に驚くのですが、１日

に１回しか食事が取れない子が相当いて、それ

よりももっと気の毒なのは保護者で、子どもに

１食食べさせるために、お母さんはご飯を食べ

ていないということが書いてあって「毎日毎

日、明日生きて行かれるかということを不安に

思いながら過ごしています。何とかうちを助け

てもらえないものでしょうか」と子どもが書い

ています。 

でも、自治体がやるイベントでは、そういう

声は聞こえてこないですよね。そういう意味

で、今回どこまで意見聴取をするのかというの

は、大変重要なポイントです。一気にそれをや

るというのはとても手間暇が掛かり大変なこと

なので、そう簡単ではないのですが、何か少し

でも工夫ができないかなというのはあるような

気がします。優等生の声を聞くのではなくて、

本当の意味で苦しんでいる子たちの意見を聞く

ということです。 

（伊東基本計画担当課長） 

ご懸念の点はもちろんあろうかと思います。

ですので、いわゆる優等生の子を集めて意見を

いただくということではなくて、今、足立区は

１人１台タブレットを既に子どもたちは持って

おり、自分の意見や考えを出せる状況・体制に

なっていますので、そこで自分の思っているこ

とや足立区は将来どういうところだと自分たち

が住むにあたっていい街になっていくのかとい

ったところで、率直な意見をいただきたいと思



13 

っています。おそらく十人十色の答えがいただ

けるのではないかと考えています。 

（宮本分科会長） 

「あなたが今一番困っていることは何です

か」みたいな質問を一つ入れておいてもらう

と、状況がある程度分かります。でもそれを集

めてどうするのかという問題が行政としては出

てきますが。 

（伊東基本計画担当課長） 

検討させていただきます。 

（長谷川副分科会長） 

事務局にあまりプレッシャーを掛けてもいけ

ないと思うのですが、このやり方だと定量的に

量をたくさん集めるというのは、タブレットな

のでいいのですが、先生のお話を聞いて、例え

ば、居場所にいるお子さんたちにグループミー

ティングでもないですが、直接行って話を聞く

とか。実は今日来ている近藤福祉管理課長が高

齢者施策で、各地域十数か所回っていろいろ意

見を聞いています。 

（伊東基本計画担当課長） 

今年度は５か所、来年度は１０か所予定して

います。 

（長谷川副分科会長） 

区内各地域を回って、集まってくれる方は限

定されるかもしれませんが、そこに行って地域

の皆さんの声を聞く形を取りました。初めてだ

ったのですが、非常に様々な地域で声をいただ

いたということで、手法としては今までなかな

か区が取っていないようなものでした。例え

ば、これもタブレットで量はたくさん集められ

ますが、いろいろな居場所があるので、その居

場所に行って声を聞くとかですね。そういう定

性的なというか、もう少し踏み込んだような手

法も考えた方が、優等生ではなく、なかなか声

が出せないお子さんたちの声を聞く手法として

は、居場所に行って聞くのも一つかなと思いま

した。 

（宮本分科会長） 

ですから、今後の方向というか、課題という

ことで結構かと思います。今回これでやるとな

ると、事務局はそれだけですべての時間が飛ん

でしまいます。 

（伊東基本計画担当課長） 

ありがとうございます。もちろん地域ミーテ

ィングという手法もあると考えました。まとめ

ていく期間等を考えた時に、時間的に現実的で

はない部分が正直ありました。ただ、多様な意

見をいただきたいという考えもあって、①のラ

イブミーティングという手法を選ばせていただ

きました。実は、去年の１月にも、区制９０周

年の際に１００周年に向けて区民がどのような

お考えをお持ちかということで、同じような仕

組みでやらせていただきました。その時にも、

やはり時間的には１時間半ぐらいだったのです

が、６００件以上のお声をその時にいただきま

した。今回、同様の取組みで、出向いていくこ

とは難しかったのですが、幅広い意見をいただ

きたいということで、ライブミーティングを開

催させていただきたいと思っています。 

（宮本分科会長） 

ありがとうございます。他にいかがでしょう

か。では、一通りご意見をいただいたというこ

とで、この議題はこれまでとします。 

 

３ 基本計画における施策に関する変更内容に

ついて 

（宮本分科会長） 

それでは、次第の３にまいります。基本計画

における施策に関する変更内容についての確認

です。これは、これまでの議論を基にして、事

務局でまとめていただいておりますので、ご説

明をお願いします。 

（伊東基本計画担当課長） 

資料の４-１から４-５をご覧ください。先ほ

ど前回の審議会の内容の振り返りをご覧いただ

きましたが、こちらには当初から現行の基本計

画について、改善すべき点ですとか、新たに加

えるべき点というところのご意見を出していた

だいた内容が記載されています。前回の分科会

では、それまでに出ていなかった意見を追加で

いただきましたので、先ほどの資料では全て網

羅ができていませんでした。今、ご覧いただい

ている資料のオレンジのラインの変更要素と書

かれているところが、従前から審議会の中でい

ただいた意見の内容になっています。今後、審
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議会から次の基本計画の内容の答申をいただき

ます。答申については、今までいただいたご意

見をある程度文章化をして区長に答申をいただ

きたいと思っています。変更内容に書かれた内

容を、少し記述的にしたものとして案を出した

のが右側の赤いラインにある次期基本計画で新

たに追加する、目指していく姿・目標でござい

ます。これが答申の骨格になるものだとご理解

をいただければと思います。 

本分科会はくらし・まち分科会ですので、資

料４-２と４-３を中心にご覧いただきたいと思

います。一番上から行くと、この分科会の所管

範囲である健康施策になります。健康施策のと

ころについては、記載の通り、区民の方々が健

康・病気に関する正しい知識を身に付けて、ま

ち全体で公衆衛生に取り組むという姿ですと

か、地域住民がお互いを見守ることとか、反社

会勢力の排除というところもこの分野になりま

すので、こういった文章化したようなところを

答申いただく案にできればと思っています。 

先ほど、岡安委員からフレイルの話が出てき

ましたが、これについては高齢者・障がい者の

生活サポートの体制を充実するという施策の中

に落とし込んでいきたいと思っております。 

４-３については、「まち」の分野になりま

す。こちらは災害とか交通、そして地域の特性

を活かしたまちづくりや地域経済といった分野

の取組みになります。個別具体的なものを取り

上げていくと、非常に冗長になってしまう部分

があるので、ある程度網羅ができるような文章

表現にしています。ですので、若干抽象的にな

っている部分がありますが、いろいろな意味合

いが込められているということで、表現として

このようにまとめさせていただいています。ご

意見をいただければと思います。 

（宮本分科会長） 

ありがとうございました。それでは、まず資

料の４-２。これが「くらし」に関してですが、

これをご覧いただきまして、こういう形で整理

するということについてご意見をいただきたい

と思います。追加すべき内容、修正点について

となります。 

（伊東基本計画担当課長） 

補足をさせていただきます。資料の４-１や４

-４がひと・行財政分科会の内容となります。４

-４をご覧ください。例えば、４-４の一番上、

④などに、先ほど災害時のコミュニティの話が

ございましたが、「災害があっても地域に頼

り、相談ができる人が身近にいる地域づくり」

をしていくべきという内容を追加していくこと

や、デジタルで情報発信をいろいろやっていく

といったところは、３番目の「区のイメージを

高め、選ばれるまちになる」というところに、

文言を加えていくことを検討させていただけれ

ばと思います。 

今までご議論をいただいた内容は、もう一つ

の分科会ともオーバーラップする部分がござい

ますので、合わせて４-１や４-４をご覧いただ

いて、先ほどご意見をいただいたものがこの記

載の中にあるかどうかも合わせてご覧いただき

たいと思います。 

（宮本分科会長） 

今は「くらし」を中心にですが、全体を見渡

していただきながら、ご発言をいただければと

思います。 

（岡安委員） 

先ほどの資料の１-２の「その他の意見」の一

番下に、渡辺委員の詐欺に強い足立区というの

がありました。今、サポート詐欺ですとか、ロ

マンス詐欺とか、非常に報道でも盛んに注意喚

起がされています。また、振り込め詐欺に至っ

ては、これだけ数年間注意喚起がされても、一

向にその額や件数も減らないです。最近はちょ

っと強盗化している面もありますが。ただこう

いった点は、「命や財産を守る」というここに

入ってくると思うのですが、どこで謳っている

のですか。 

（伊東基本計画担当課長） 

資料４-２をご覧ください。真ん中のあたりに

施策のラインがございます。その３番目に、

「消費者被害や特殊詐欺被害を未然に防ぎ、区

民の暮らしを守る」ということが、施策となっ

ています。右側のオレンジのライン、赤いライ

ンというのは、今ある計画の中にないものです

とか、今後ブラッシュアップすべきというよう

なところを記載していますので、ここには「詐
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欺に強いまち」という文言は出ていないのです

が、「消費生活に関する啓発を行って、自立し

た消費者を増やすまちづくり」というところ

に、「詐欺に遭わない」といった意味合いを包

含していると捉えています。 

（宮本分科会長） 

他にいかがでしょうか。 

（渡辺委員） 

それこそ事務局に苦労して作っていただいた

文章なので言いづらいのですが。一番右の赤い

欄の上の枠の４番ですが、「行政が専門家と連

携することで、ごみ屋敷問題」などとあります

が、ごみ屋敷よりも最近は空き家対策の方がク

ローズアップされているかなと思います。 

（伊東基本計画担当課長） 

ありがとうございます。これは併記がいいか

もしれません。 

（宮本分科会長） 

そのようにお願いします。 

（渡部委員） 

施策緑の３番目に、「高齢者・障がい者など

の生活サポート体制を充実する」とあって、２

番に障がい者などが必要なときに必要な支援を

受けられる体制の充実」と書いてあるので、も

う既に施策としては、この文言が入っていると

考えますが、例えば、ろう者団体の方は、毎年

毎年区役所、それから区の各施設全てとは言い

ませんが、大きなところになるべく手話のでき

る方を配置してほしいという依頼を何年も出し

ています。しかし、開庁時間全て毎日そういっ

た方を置くことはできないという回答が毎年返

ってきます。なので、できることとできないこ

とはあると思います。必要な時に必要な支援を

受けられる体制というのが、ろう者の方にとっ

てはやはりいつ行っても手話で会話ができると

いうのが、手話が彼らのコミュニケーションな

ので、そこに筆談ができる方を配置しています

とか、いろいろなやり方はあるのですが、手話

通訳者を配置してほしいというご意見もありつ

つ、そのあたりが結局文言として載っていて

も、自分たちが必要な支援を受けられていない

と感じているとなった場合に、そこに齟齬があ

ると感じるものが結構たくさんあるなと感じて

います。したがって、ここに載せられている文

言がどこまで言葉だけにならないようにするの

かというのは、すごく難しい問題だと思ってい

ます。もちろん健常者から見た、既に揃ってい

るじゃないかという意見と、当事者から見た

「いや、これでは足りない」という意見のすれ

違いはどうしても起こるものだと思いますし。

予算的なものもあると思うのですが、そういっ

たところが上手く言葉として、この言葉からこ

ういう支援に広がったということが分かるよう

な、何か文言なり施策を追加する項目があって

ほしいと感じました。 

（宮本分科会長） 

もうちょっと具体的に、どこにどういうとい

うのをご指摘いただけますか。 

（渡部委員） 

「障がい者などが必要な時に必要な支援を受

けられる体制の充実」が、実際にこの通り望ん

だ体制が整っていればいいのですが、そうじゃ

ないというところが結構多いので。いつも区の

方々とお話をするような機会もあるのですが、

その時にも全てが通るわけではないので、すご

く難しいなと思いつつ、例えば、目標のところ

に「障がい者など全ての住民が当事者として地

域とかかわり、つながりを持つことができるま

ちづくり」とあるのですが、例えば、障害者団

体で防災訓練とかで地域に行き、障がい者によ

っても防災訓練の内容って本人の障がいの度合

いによって変わってきます。例えば、目の不自

由な方だと、訓練に参加すること自体が大変な

のでという、個別に何か訓練をするようなこと

ができないかという要望もあり、逆にろう者の

方は話はできないけれども、防災士の資格を持

っていますみたいな防災に強い方もいるため、

何かお手伝いができることがないだろうかと思

っているのだけれども、訓練に行っても何もで

きない。訓練に参加させてもらえないというこ

とを聞いたこともあります。ですので、「全て

の障がい者も含めたつながりを持つことができ

るまちづくり」というところに、それができる

ようにどういうふうにしていくのかみたいな、

ここに書いてあってもできていないというとこ

ろをどう無くしていくのかとなった時に、どう
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いうふうに書いたらいいのかが私には今は浮か

ばないのですが。実際とずれがあるなというの

を感じているので、そのあたり上手いことどう

いうふうにしたらいいかというのが、ご意見を

いただけるとありがたいと思います。 

（岡安委員） 

本当に今の渡部委員の指摘はまさにその通り

でして、足立区は全くやっていないわけではな

いですし、充実は少しずつしているのですが、

いわゆる遅々として進んでいるというのが障が

い者施策だと思います。いろいろなタブレット

での手話ですとか、様々取り入れながら、２３

区でも遜色ないほどの施策は持てているし、事

業もやっているのですが、今おっしゃったよう

に「では十分か」と言われると、障がい者の皆

さんから見れば、まだ不十分だと。 

例えば、エスコートゾーンなども、いわゆる

横断歩道で盲人の方が杖を突いてそこを斜めに

行かないように、真ん中にグレーの点字ブロッ

クみたいなものがあるのですが、まだまだそれ

も少ないですし、歩道の高さも都会の方は３ｃ

ｍぐらいの低い段差が主流になってきているの

ですが、足立区はまだまだ１３ｃｍぐらいの段

差の歩道もかなりあったりして、あれもガード

レールがないとそこから落ちたりいろいろあり

ます。なかなか難しいなと。だからといって、

それを一気に解決するには、全部ハード面でも

相当なお金も掛かるでしょうし。少しずつやっ

ているかなというところがあるので。今度改正

障害者基本法の中で、企業にも合理的配慮を求

める法律が改正されまして、４月からでしたか

始まります。その合理的配慮をなお一層進める

とか、こういう文言などはどうかと思います

が、いかがでしょうか。 

（伊東基本計画担当課長） 

今、おっしゃった合理的配慮は、まさにその

イメージで、例えば③の「全ての住民が当事者

としてかかわれる」といったところで意味合い

としては考えていたので、より分かりやすい合

理的配慮という言葉は重要なキーワードだと思

いますので、このあたりは答申の中に盛り込む

形で考えていきたいと思います。 

（宮本分科会長） 

他にいかがでしょうか。 

（山下俊樹委員） 

基本計画となると、こうやって「ひと」「く

らし」「まち」「行財政」と分類して、問題点

を挙げて、そして意見・目標となると、網羅的

で総花的にならざるを得ないということは分か

るのですが、まさに渡部委員が言ったように、

では解決のための計画はどこにあるのとも捉え

られてしまうと。今日の話し合いを聞いていま

すと、ヒントはあると思います。例えば、引き

こもりとか不登校とかニートとか、そういう問

題に関しては、場所によらないものなので、Ｉ

Ｔとかデジタルを利用して対応していくと。そ

の時に、例えば必ず問題になるのが個人情報と

か、そういった壁を解決しながら、大胆な施策

を行っていくとかですね。あるいは、逆に災害

とか都市整備とか公園などというと、これはリ

アルな問題で、地域の問題なので、町会・自治

会の加入率を下げている障壁ですよね。例え

ば、会費の問題だとか、実際の集会の問題であ

るとか、こういったものも大胆な施策で解決し

ていくと。そこまで突っ込んだ目標が書けない

ものかと感じました。 

（宮本分科会長） 

そうですね。大事なご指摘だと思いますがい

かがでしょうか。 

（長谷川副分科会長） 

確かに具体的に何をいつまでにどうやるのか

というところは、最初に事務局の方で説明しま

したが、今、皆さんがご審議をいただいている

基本計画の位置付けが、その下に各個別という

のがございまして、その個別計画には、まさに

数値目標を入れて、いつまでに何をしていくの

かというのを落とし込んでいくというところな

ので、今、ご議論をいただいているところに、

どこまで具体的なものが取り入れられるのかと

いうと、計画の構造上その辺は難しいところが

あるので、これを受けて個別計画にどう反映さ

せていくのか。その大きな基本計画の方向性を

個別計画に落とし込んでいく。そういう形かな

と、私は理解していますが事務局はどうです

か。 

（伊東基本計画担当課長） 
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今、長谷川副区長がおっしゃった通り、基本

計画はどうしても位置付け的に最上位計画にな

るので、ここで文言として載せたものを踏まえ

て、各個別の計画の中でより具体的にしていく

ことになります。あとはもちろんこの基本計画

の中で、今は骨子の案ということの想定で書い

ていますので、言葉としては抽象的な部分が多

いのですが。実際の計画になった時には、施策

ごとにページを設けて、もう少し詳細に書き込

みをいたします。今回いただいた答申を踏まえ

て、私どもの方でこの施策は手話の話ですと

か、合理的配慮を更に進めていくとか、そんな

文言を書き込む形になりますので、いただいた

答申を全て総合して踏まえて、施策の文言の中

に書き込んでいきます。 

（渡辺委員） 

この答申ができたあと、そこの下で政策に反

映する際に、また民間の方々に入っていただい

たところでブラッシュアップを掛けていくとい

う作業が必要なのだろうと思うのですが、いか

がですか。 

（伊東基本計画担当課長） 

毎年、施策ごとに目標値の大きなものは決め

ています。それについて、もちろん庁内でも評

価をしていますし、特により重要なものについ

ては、区民評価という形で、民間の方や区民も

入れて、その事業の評価もいただいておりま

す。それ以外でも、今後どういう形ができるか

も含めて考えたいと思います。 

（渡辺委員） 

ぜひよろしくお願いいたします。渡部委員が

おっしゃった話などは、岡安委員や私たちは各

種団体の方々との意見交換会を集中的に毎年や

っています。そうした中で感じることを先ほど

岡安委員から言っていただいたと思っていま

す。そこのすれ違った部分だったり、埋まらな

い部分だったりという、もどかしい部分を渡部

委員はおっしゃったと思いますので、それは私

たちも形を変えた中でも言っていかないといけ

ないと。この基本計画だけではなく、足立区の

中で反映するために発信するという区議会の役

割が改めてあるなと思いました。 

（伊東基本計画担当課長） 

もちろん、私どももそういったギャップとい

うのは極力なくしていきたいと、そうすべきだ

と思っています。ただ、どうしても現実的に何

らかのギャップが生じます。その時には、なぜ

できないのかというところは、区側に問うてい

ただきたいと思います。できる部分、できない

部分が区側にもございますので、そこは胸襟を

開いてお話をしていくことが、やはり大事な点

だと思いますので、厳しいご意見を含めて区側

にぶつけていただければと思います。 

（渡辺委員） 

ありがとうございます。この中で赤の部分の

２段落目。行政だけではなく、区民がやりたい

ことと協働して、ＣＯ２削減に取り組んでいく

ということで言うと、ＳＤＧｓの視点は欠かせ

ないと思いますので、ここにその文言も入れて

いただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

（伊東基本計画担当課長） 

ありがとうございます。ＳＤＧｓの代表的な

ものは都市の環境というイメージになりますの

で、その点は文言を取り入れていきたいと思い

ます。 

（宮本分科会長） 

次の「まち」に進みます。資料４-３ですがい

かがでしょうか。 

（岡安委員） 

３番に水害と書いてありまして、なかなかオ

レンジとか赤のところに水害に特化した表現と

いうのが少なくてですね。もちろん先ほど言わ

れた通り、包括的な表現になるので、個別計画

になってくるかとは思うのですが、こういうの

に関わる委員会の中でも大変大事な視点で、水

害の場合にはコミュニティタイムラインと言っ

ていますが、各々の地域で時間ごとにどういう

ことをやらなければいけないかを作り始めてい

て、特に河川沿線の自治会・町会があります。

これを委員会でも、区としてもより一層進めて

いきたいと、町会・自治会の皆さんに説明して

理解を得て、もっともっと全国的に広めていき

たいという答弁も出ていますので、コミュニテ

ィタイムラインや、震災にも関わりますが、地

域防災計画。それぞれの地域がどういうところ
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に防災の欠点・弱点があるのかを、その住民み

んなで共有しながら、地域の防災力を高める。

地域防災計画を策定していく。これも今、３０

町会で進んでいますので、これも全部の町会に

できる限り働き掛けていくという区の姿勢も委

員会では示していますから、その辺の文言も必

要だと思いますが、いかがでしょうか。 

（伊東基本計画担当課長） 

コミュニティタイムラインについては、実は

現行の計画の中でも策定を進めていくというこ

とが入っています。地域防災計画の策定を進め

ていくところも、念頭にございます。はっきり

とした文言として入れていくかどうかについて

も、検討をさせていただければと思います。 

（宮本分科会長） 

他にいかがでしょうか。 

（渡辺委員） 

変更要素の２段目、交通空白地域と新しい交

通システムについて、右側の赤いラインでは既

存の交通手段以外も含めた利便性の高い快適な

交通環境づくりとなっていますが、今、足立区

では例えば、はるかぜ等の減便があったり、廃

止路線があったりしている中で、新しい交通手

段のための実証実験・モデル事業なども始めて

いて、そこら辺が上手く表現できるようなこと

があればいいなと思います。まさに「利便性の

高い快適な環境づくり」というのがあるのです

が、その前段で様々な要件があって、交通空白

地域の部分が少しずつ増えていくことも言われ

ていますので、そこについて触れておく必要が

あるのではないかと思います。 

（伊東基本計画担当課長） 

交通空白地域というのを生み出さないため

に、この取組みを進めていくことになります。

そういった背景も書き込んだ方がいいというご

意見ですね。ありがとうございます。 

（宮本分科会長） 

そろそろご意見が出尽くしましたでしょう

か。それではこのあたりまでにしたいと思いま

す。多様なご意見をありがとうございました。 

（山﨑基本計画担当係長） 

資料の４-５というのがございまして、「ひ

と」「くらし」「まち」「行財」の４つの視点

があるのですが、こちらが全ての分野に横断的

な視点となっておりますので、こちらについて

もご意見をお願いいたします。 

（渡辺委員） 

働き方改革で大きなことがクローズアップさ

れていると思っていまして、一つは人材不足で

すね。業界によってはそれが深刻になるだろう

という一方で、働き方改革で時間ができる方も

いるのかなと思っています。そうした方々が行

政や地域に関わっていただくことで、このやり

たいことというのが埋まる可能性があるなと思

っています。そこら辺のことについては、どこ

かの文言で入れていただけるとありがたいなと

思います。 

（伊東基本計画担当課長） 

ご意見ありがとうございます。これまで地域

と関わりが難しかった方々も、こういうやりた

いことでいろいろな方とつながっているという

点が、私どもも必要だと思っていますので、そ

のようなことが分かるような形にさせていただ

きます。 

（加藤副分科会長） 

ここにやりたいことができると書いてあるの

ですが、これは子どもから高齢者まで幅広い年

齢層、また職業のやりたいこととか、あるいは

趣味とかボランティアとか、全てを含むという

ことなのでしょうか。 

（伊東基本計画担当課長） 

おっしゃる通りです。その人その人でおそら

く取り組みたいこと、やってみたいことは自ず

と異なると思いますので、その方が自分の望む

ことが実現できるという地域にしていきたいと

いうところを、今回大きなテーマに据えていき

たいと思っています。 

（加藤副分科会長） 

分かりました。やりたいことは大事だと思い

ますので、具体的なことを書いた方がいいので

はないかと思うところもあるのですが。 

（伊東基本計画担当課長） 

それは主語ということでしょうか。誰がとい

うことなのか。例えば町会活動をやりたいと

か、地域活動をやりたいとか、具体的な事象の

ことをイメージしているのですか。 
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（宮本分科会長） 

あえて具体的に自称を示さないことによっ

て、やりたいことは全部それぞれの個人にある

のだということを前提にして、それを実現する

ことが住みやすいまちであるという、そういう

位置付けではないかと思います。このあたりで

よろしいでしょうか。ありがとうございまし

た。では、今回の意見を踏まえて、次回の全体

会以降ではこの審議会の答申を確認していくこ

とになります。またここで提案させていただき

たいことがあります。今後、答申の確認を行っ

ていくのですが、答申は各分野に横断的な内容

となっていきます。このため、令和６年度に関

しては、当初の予定では全体会を２回、分科会

を１回開催することになっていましたが、これ

を変更して、全てを全体会として開催し、分野

横断的に確認をしていくことが望ましいのでは

ないかと思うのですが、いかがでしょうか。で

は、皆様に賛成していただけたということで、

全体会を３回やることにしたいと思います。も

う一つの分科会のご意見もありますので、それ

を踏まえて事務局の方で調整をお願いします。 

そろそろ時間となりましたので、ここで足立

区基本計画審議会、第４回くらし・まち分科会

を締めさせていただきます。では、進行を事務

局にお返しします。 

 

４ 事務連絡 

（伊東基本計画担当課長） 

本日も様々なご議論ありがとうございまし

た。今、会長からもございましたが、次回は第

３回全体会となります。日時ですが、令和６年

６月１０日の午後２時からを予定しています。

場所は本日と同じ、この８階の特別会議室の予

定です。当日の資料については、今回と同様に

あらかじめ送付する予定です。ご希望の場合は

データでの送付も可能ですので、ご入り用の場

合は事務局までお申し付けください。それで

は、お忘れ物のないようお帰りいただければと

思います。お車でお越しの委員の方は、駐車券

のご用意がございますので、係員までお声掛け

ください。本日はどうもありがとうございまし

た。 

 


